
令和８年度 東部教育事務所 学校教育係 運営方針

「学校教育の指針」を基に、信頼される学校・園づく

りを支援します。

１ 学校・園経営及び学級経営・生徒指導、教科経営・学習

指導等について適切な指導助言に努めます。

〇 群馬県教育ビジョンの実現を目指す「学校・園経営ビジョン」の充実と教育活動の改

善に生かす「学校・園評価」に向けての適切な指導助言

〇 各教科等で身に付けたい資質・能力の育成に向けた「児童生徒が『～する』授業」の

日常化や発達支持的生徒指導の充実に資する指導助言

〇 特別支援教育専門相談員やSCSV、派遣型SSW、教育DX推進ファシリテーターによ

る専門的な立場からの指導助言

２ 教職員の資質向上を目指し、研修会や協議会等の内容

の充実に努めます。

〇 学校エージェンシーを発揮する授業改善プロジェクトの実践推進校や地区別人権教

育研究協議会、道徳教育総合支援事業の指定校などにおける授業づくり支援の実施

〇 多様な子供たちを包摂する教育課程の充実に向けた教育課程研修会の実施

〇 児童生徒の個に応じた支援や地域とともにある学校づくりに向けた連携・協働に資

する会議の充実

３ 教育の動向や管内の学校教育の状況を把握し、情報の提

供に努めます。

〇 群馬県教育ビジョン実現に向けた各指定校の取組等に関する情報の提供

〇 子供たちに豊かな学びを届けるための教育課程編成・実施に関する情報の提供

〇 教育の動向、特に次期学習指導要領、学校保健、チーム担任制、部活動地域展開、

幼小中高の学びのつながり等の教育活動に関する情報の提供


